
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

受付期間：令和８年 5 月 7 日（木）～ 

 

 

 

 

 
 

☏
 

 

  
（設計３２万円＋改修１７５万円） 

制度を拡充しました 



   

 

費用面や工期的にも効果的に工事

がすすめられます。リフォームに

あわせて耐震改修をご検討くださ

い。

昭和57年1月1日以前に建築された建物の耐

震改修は、所得税の控除、固定資産税が1年

間1/2減免（120㎡まで）に該当する場合が

あります。


